
 

 令和６年度事業報告 
                             

 令和６年中に鹿児島県内で発生した交通事故は 

 ○ 発生件数 ２，８７１件 （前年比   －９４件  －３．２％） 

 ○ 死 者 数    ５３人 （前年比   ＋１３人 ＋３２．５％） 

 ○ 負傷者数 ３，１８０人 （前年比  －１６８人  －５．０％） 

で，前年と比べ発生件数，負傷者数は減少したが，死者数が大幅に増加した。 

 令和６年度は，公益財団法人としての社会的使命を十分に果たすため，地域

における交通安全思想の普及の向上と交通事故防止を目的に，自主的な交通安

全活動を推進する中核として，関係機関・団体等と緊密に連携を図り，各種の

交通安全活動を推進した。 

１ 交通安全対策企画推進事業 

  交通安全に関する意識の向上を呼び掛けるとともに，交通ルール・マナー

を遵守する気運の醸成を図ることを基本方針とした諸対策を実施した。 

⑴ 交通安全対策事業 

  ア 交通安全運動の推進と街頭キャンペーン等の実施 

    各季の交通事故防止運動等の期間中，主要交差点や通学路等において，

交通状況や児童の登下校状況等を踏まえ，街頭指導を実施したほか，メ

ディアを通じて交通事故防止に有効な情報提供，夜光反射材の着用，全

席シートベルト着用・チャイルドシートの正しい使用，飲酒運転の根絶

等を呼び掛けるなどの広報啓発活動を推進した。 

○ 春の全国交通安全運動      ４月 ６日 ～  ４月１５日 

○ 夏の交通事故防止運動        ７月１１日 ～  ７月２０日  

○ 秋の全国交通安全運動      ９月２１日 ～ ９月３０日 

○ 年末年始の交通事故防止運動  １２月１０日 ～ １月１０日 

○ 交通死亡事故０(ｾﾞﾛ)をめざす日  ４月１０日，９月３０日 

○ ライト点灯の日        １０月１０日 

○ 高齢者交通安全の日       毎月１５日 

○ 交通安全の日          毎月２０日 

  イ 交通安全競技大会の開催 

   (ｱ)  交通安全子供自転車鹿児島県大会（６月２９日） 

   (ｲ)  交通安全子供自転車全国大会（８月７日，県代表として南さつま市

立益山小学校が出場） 



 

  ウ 運転者や運転教育指導員に対する交通安全活動の実施 

       ・ 企業等に対する交通安全講話，実技講習等 

２７回      ７４５人 

    ・ 自転車向け保険（ＴＳマーク）の普及状況 ３，８００枚 

 エ 交通安全教室の開催 

   (ｱ) 交通安全教育班等による交通安全教室の実施 

                  合計３５１回   ２５，２４１人 

    内訳～保育園・幼稚園       ８８回    ６，０８０人 

      ・ 小学校         １４３回   １４，７５２人 

      ・ 特別支援学校       ２９回    １，８２７人 

      ・ 高齢者           ８６回    １，５９６人 

      ・ その他（保護者の参加）           １０９人 

      ・ イベント（JA 共済連主催の「青空スクール」等） 

                      ５回      ８７７人 

   (ｲ) 各地区協会による実技講習や参加体験型の交通安全教室の実施 

           合計２１２回   １５，６７８人 

内訳～自転車の実技講習     １７２回   １４，５５４人 

      ・ バイク通学高校生に対する実技講習 

                     １３回      ４４６人 

      ・ 高齢者等に対する夜光反射材の効果実験等のナイトスクール 

      ２２回      ６２３人 

      ・ 高齢運転者に対する四輪実技講習 

                      ２回       ２３人 

      ・ 電動カー実技講習      ３回       ３２人 

  オ 交通安全用品等の配布・機材の貸出し（協会本部での配布及び貸出し） 

   (ｱ) 交通安全用品等の配布 

     薄暮時や夜間における歩行者事故の防止対策として，高齢者や児童

等を対象とした交通安全教室等において，各種夜光反射材を配布し，

恒常的な夜光反射材の着用及び普及促進を図った。 

      ・ 夜光反射材配布数           １５，７６１個 

   (ｲ) 交通安全機材，交通安全ＤＶＤ等の貸出し（協会本部での貸出し） 

     ・ 交通安全教室用信号機の貸出し         ３か所 

      ・ 歩行者横断トレーナーの貸出し         １か所 



 

・ 自転車シミュレータの貸出し          １か所 

      ・ スコープライトの貸出し            １か所 

      ・ 交通安全ＤＶＤ等の貸出し           ９０本 

 カ 地域交通安全活動推進委員の育成等 

(ｱ)  交通安全活動推進委員全国研修会（６月２１日） 

(ｲ)  地域交通安全活動推進委員の研修会及び総会（７月５日） 

⑵  交通安全啓発・広報事業 

  ア 交通安全集会等 

   (ｱ) 交通安全関係機関等との共催による「くらし安全・安心県民大会」， 

「ふるさと交通安全フェア」（１１月３日）      

(ｲ)   交通安全街頭パトロール出発式 

春及び秋の全国交通安全運動    

(ｳ) 各地区協会における活動 

          地区協会主催又は地元自治体等との共催による交通安全啓発活動を

実施したほか，高齢者の交通事故防止対策として，高齢者家庭交通安

全訪問指導員による高齢者訪問指導等，地域に密着した交通安全啓発

活動を実施した。 

             高齢者家庭交通安全訪問指導数   延べ２０，４３５人 

  イ 各種媒体を活用した交通安全広報の推進 

（ｱ) 新聞等への広告掲載等 

    ・ 春の全国交通安全運動に伴い広報を実施した。 

    （南日本新聞４/８掲載） 

    ・ 秋の全国交通安全運動に伴い広報を実施した。 

  （南日本新聞９/２１掲載，同新聞の名刺広告にホームページアド 

 レス及びＱＲコードを掲載) 

    ・ 年末年始の交通事故防止運動に伴い，飲酒運転撲滅広報を実施し 

た。 

    （南日本新聞１１/２８掲載） 

(ｲ) 路面電車による広報 

    ・ 鹿児島市電「交通安全号」による各季交通安全運動等のスローガ 

     ンや令和６年交通安全標語と交通安全さつま狂句の最優秀賞作品を

掲載し，広報を実施した。 

       （１年間継続掲載）            



 

   (ｳ)  路線バスを活用した広報 

・ 南国交通の路線バス２台を活用した飲酒運転根絶の広報を実施した。 

  （1 年間継続掲載） 

(ｴ)  ＭＢＣラジオを活用した広報 

    ・ 高齢者等の交通事故防止を図るため高齢歩行者向け及び一般ドライ

バー向けの広報を隔日交互に実施した。 

      （８月及び１０月，月曜日～金曜日） 

   (ｵ)  ＦＭ鹿児島ラジオを活用した広報 

    ・ シートベルト全席着用広報を実施した。 

      （７/２０～８/１８までの３０日間の通勤時間帯） 

    ・ 安全指導課員の番組出演による春の全国交通安全運動の広報を実

施した。 

      （４/８） 

    ・ 講習課員の番組出演による夏の交通事故防止運動の広報を実施し

た。 

      （７/１１） 

    ・ 安全指導課員の番組出演によるシートベルト全席着用とチャイル

ドシートの正しい使用の徹底についての広報を実施した。 

      （８/１５） 

    ・ 安全指導課員の番組出演による秋の全国交通安全運動の広報を実

施した。 

      （９/１９） 

    ・ 講習課員の番組出演による年末年始の交通事故防止運動の広報を

実施した。 

      （１２/１９） 

   (ｶ) 各地区協会における活動 

    ・ 広報車による交通安全の呼び掛け，広報紙，チラシの配布活動を 

実施した。 

    ・  高校等とタイアップしたイルミネーションによる交通安全啓発等 

を実施した。 

    ・ 鹿児島市内３地区協会が市営バス２台，同市内２地区協会（鹿児

島中央地区協会・鹿児島西地区協会）が南国バス１台のラッピング

バスによる広報を実施した。 



 

（１年間継続掲載） 

ウ 交通安全啓発行事の開催等 

 (ｱ) シートベルト全席着用モデル事業所等による啓発活動の実施 

県内の指定を受けた｢シートベルト全席着用モデル事業所｣１０事業 

所及び夜光反射材着用推進モデル地区において啓発活動を実施した。 

 (ｲ) セーフティ・ライディングスクールの開催     ２回 ４８人 

（天候不良に伴い，年度中２回中止） 

(ｳ) 高齢者を対象とした交通安全さつま狂句募集   

・ 応募数                  ４３人 ８０首 

・ 最優秀賞１点 優秀３点 佳作５点を表彰した。 

(ｴ) 各地区協会による交通安全グランドゴルフ大会の開催 

１０回  ９２７人 

(ｵ) ｢2024 セーフティ・チャレンジ交通安全コンテスト」を自動車安全

運転センター等と共催して実施 

  ・ 参加者          ４，５１４チーム ２０，１９７人  

エ 交通安全啓発行事への参画 

     令和６年使用の「交通安全年間スローガン及びポスターデザイン」「交

通安全ファミリー作文コンクール」の応募を当協会ホームページ等で募

集した。 

⑶ 交通安全活動支援事業 

   ア 交通安全行事に対する支援 

    関係機関・団体が開催する交通安全教育や交通安全イベント等に啓発 

   資機材等を貸出し，その活動を支援した。 

イ  交通安全団体等への支援                           

    当法人と緊密に連携している交通安全県民運動推進協議会，県交通安 

      全母の会連合会等からの支援要請に基づき，各機関・団体が実施する交 

通安全活動費の一部を支援した。 

⑷ 優良運転者等の表彰 

   県協会本部及び各地区協会で次の表彰を行った。 

   ア 県協会本部による表彰 

   (ｱ) 全日本交通安全協会の表彰 

       a 全日本交通安全協会表彰(金章・銀章) 

 ・ 緑十字金章         １人 



 

  ・ 緑十字銀章         ７人 

 ・ 優 良 協 会         １地区    （霧島地区協会） 

     ・ 優 良 団 体         １団体      

         b  全日本交通安全協会表彰(銅章) 

      ・ 緑十字銅章         ５７人     

   (ｲ) 九州交通安全協会の表彰 

 ・  交通安全功労者       ８人   

 ・  優 良 運 転 者      ２０人 

 ・  優 良 協 会 職 員       ２人   

   (県協会本部・種子島地区協会) 

   (ｳ) 県交通安全協会の表彰 

    ・  交通安全功労者        ４４人 

    ・  優良運転 者        ３４６人 

    ・  優 良 団 体           ４団体 

    ・  優 良 協 会           ７協会 

  イ 県交通安全協会各地区協会の表彰 

   ・ 交通安全功労者         ３７人 

   ・ 優良運転者         ２５５人 

   ・ 交通安全功労団体         ８団体 

⑸ 交通事故・交通安全相談事業 

交通安全活動推進センターに対する，交通事故関係者からの相談受理は

なかった。 

２ 交通安全活動助成事業 

  地域の安全な交通環境の維持と向上を図るため，地域の住民が自ら考え，

自ら行動する自主的な交通安全活動を行う団体に対して，その活動に必要な

経費の一部を助成する事業を実施した。 

３ 道路使用許可に係る現地調査事業 

  鹿児島県から道路交通法第１０８条の３１第２項第７号の規定による道路

使用許可に関する現地調査(事前現地調査，中間現地調査，事後現地調査)の

委託を受け，２９，７１６件を実施した。 

４ 運転免許事務事業 

  運転免許行政の円滑な運用及び免許証更新者等の申請手続の支援を図るこ

とにより，運転免許行政の目的である交通の安全と円滑の確保に寄与するこ



 

とを目的に 

  ⑴ 運転免許証の申請・返納等の受理         ２５８，９１３件 

  ⑵ 運転免許証の交付・記載事項等の処理         ３１２，０７２件 

  ⑶ 運転免許証更新申請の受理              ２４６，４７８件 

  ⑷ 適性検査（結果の判定を除く。）の実施      １０２，２４０件 

  ⑸ 運転免許試験の申請受理及び学科試験の実施に関する事務(合否判定を

除く。)                          ２１，５１４件 

  ⑹  運転免許証及び仮運転免許証の作成・交付      ２２，９１１件 

⑺  高齢者講習の通知                 ８６，５３７件 

等の事業を実施した。 

５ 運転免許保有者に対する講習事業 

 ⑴ 更新時講習 

鹿児島県から道路交通法第１０８条の２第１項第１１号の規定により,

運転免許証の更新を受けようとする者又は特定失効者に対する講習業務の

委託を受け，１７７，７８４人の運転免許更新者等に対し，優良運転者講

習，一般運転者講習，違反運転者講習及び初回更新者講習を実施した。 

⑵ 違反者・停止処分者講習 

   鹿児島県から道路交通法第１０８条の２第１項第３号及び同条同項第 

１３号の規定により，運転免許証の効力の停止，保留又は６か月を超えな

い範囲内で自動車の運転の禁止を受けた者に対する講習及び軽微な違反行

為をした者に対する講習業務の委託を受け，９７５人の運転免許停止者に

対し，停止期間の短縮講習を実施したほか，２９８人の違反者講習受講対

象者に対し，社会参加活動と実車による講習を実施した。 

６ 原付免許を受けようとする者に対する講習事業 

  鹿児島県から道路交通法第１０８条の２第１項第６号の規定に基づく原付

免許取得希望者に対し，原付の関与する交通事故の防止を図り，交通の安全

と円滑の確保に寄与することを目的に，原動機付自転車の運転に関する講習

業務の委託を受け，２，７１６人に対し，運転操作の基本及び応用走行の実

技指導や安全運転知識の講習を実施した。 

７ 公益目的事業に資する事業 

  鹿児島県内における交通秩序の確立と交通安全の確保に寄与する公益目的

事業活動の推進に資するために次の事業を行った。 

⑴   自動車保管場所調査受託事業 



 

    鹿児島県から自動車の保管場所の確保等に関する法律第４条第１項の規

定に基づく，警察署長が行う自動車の保管場所の証明に係る現地調査業務の

委託を受け，８３，５６７件を受理し，調査を実施した。 

                    データ入力数 ９６，３１２件 

⑵ 運転免許試験場コース開放事務業務受託事業 

    鹿児島県から委託を受け，土・日に鹿児島県運転免許試験場のコースを

開放して，自動車運転の練習を希望する者１，４１６人に対し，試験場コ

ースの使用手続を実施した。 

⑶ 自動車運転練習用車両貸出事業 

    鹿児島県から委託を受け，土・日に鹿児島県運転免許試験場のコースを

開放して自動車運転の練習を希望する者に対し，練習用車両として延べ

１，００４台を貸車した。 

⑷ 類似活動法人からの受託事業 

   ア  安全運転管理協議会事務 

     当法人と類似の活動を行う安全運転管理協議会に係る事務を行った。 

  イ  自動車安全運転センター事務 

    当法人と類似の活動を行う自動車安全運転センターに係る事務の中の

運転経歴証明書取得勧奨事務を行った。 

・ 運転経歴証明書取得勧奨事務取扱件数 

１２，５２３件（県本部１２，２６９件，地区２５４件） 

    ウ  安全活動団体（交通安全会議連合会等）事務 

    各種交通安全活動に取り組むために結成した交通安全活動団体（交通

安全会議連合会等）に係る事務を行った。 

⑸ 運転免許更新手続時の添付可能な写真及び交通安全グッズの販売等に係 

る事業 

  ア 運転免許更新手続申請者が必要とする写真の撮影と販売を行った。 

  イ 交通関係法令等により義務付けあるいは着装することが交通事故防止

に有効として奨励されている交通安全グッズ類の販売を行った。 

⑹ 鹿児島県収入証紙販売事業 

当法人が，公益目的事業として実施する受託事業以外の用途に充てられる

鹿児島県収入証紙の販売を行った。  

  



 

 令和６年度事業報告の附属明細書 
 
  令和６年度事業報告には「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施

行規則」第３４条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する

重要な事項」が存在しないので作成しない。 
 
 
                      令和７年６月 
                 公益財団法人 鹿児島県交通安全協会 

 


